


 
 

６．附置する自転車駐車場の場所、設備等 

(1)自転車駐車場の設置場所は、当該建物内に設置してください。 

＊建物内に設置の場合は、施設利用者の利用しやすい環境を整えてください。また、

機械式の駐輪施設、専用エレベーター等の導入も検討してください。 

＊やむを得ず敷地外に設置する場合は、敷地から 50ｍ以内の場所で、恒久的な自転

車駐車場とし、借地などの仮設駐輪場は不可とします。 

(2)１台あたりの面積は、0.6m×1.9m を標準とし、１㎡（0.5m×2m）以上の確保が

必要です。ただし、自転車ラック等を設置する場合は協議を要します。 

(3)施設利用者にわかりやすくするため、案内板、表示板などで自転車駐車場への誘導経

路を明示してください。 

(4)利用者の安全を確保するため、照明灯、柵等の安全施設を設置してください。 

 

７．立入検査等 

(1)立入検査の実施：条例を確実に履行するため、必要に応じて報告、資料の提出を求

め、また立入検査を行います。 

(2)措 置 命 令：条例の規定に違反した場合は、違反を是正するために必要な措置

を講ずべきことを命じます。 

(3)公 示：条例の規定に違反した場合や措置命令に従わない場合などは条例

違反者の氏名を公表する場合があります。 

 

8．駐車場設置の手続き 

(1)建築確認申請の前に駐輪場整備担当と協議してください。 

(2)設置届を建築確認申請の前に提出してください。 

＊届出関係書類 

・自転車駐車場設置届出書 

・案内図 

・施設概要 

・建築物配置図 

・建築物各階平面図 

・求積図 

・設置台数算出内訳 

・構造図（自転車ラック／エレベーター等特殊な装置を用いる場合） 

・案内看板の設置位置と内容 

・運営計画 

(3)自転車駐車場設置届を変更する場合は変更届けを、工事が完了した時は完了届を提出

してください。 



9．店舗面積に含まれる部分 

 

１０．店舗面積に含まない部分 

部分名 定    義 

１．階段 上り階段及び下り階段とも最初の段鼻（踏み面の先端）の線で区分

し、踊り場および階段にはさまれた吹き抜け部分。 

また、階段の周辺に防災用のシャッター等がある場合は、当該シャ

ッター等と最初の段鼻、壁及び柱等によって囲まれる部分は、当該

部分を直接小売業の用に供さないことを前提に階段部分とみなし、

店舗面積に含まない。 

２．エスカレーター エスカレーター装置（付属部分を含む）部分。 

また、エスカレーターの周辺に防災用のシャッター等がある場合は、

当該シャッター等と最初の段鼻、壁及び柱等によって囲まれる部分

は、当該部分を直接小売業の用に供さないことを前提にエスカレー

ター部分とみなし、店舗面積に含まない。 

３．エレベーター エレベーターの乗降扉の線で区分し、店舗面積に含まない。 

４．連絡通路 建物と建物を結ぶための道路等の上空に設けられた渡り廊下、地下

道その他の通路をいい、当該部分を小売業の用に供さないことを前

提に店舗面積に含まない。 

５．文化催場 展覧会等の文化催しのみの用に供される場所で、間仕切り等で区分

された部分。 

部分名 定    義 

１．売場 小売業者が使用権を有し、直接物品販売の用に供する部分。   

ショーケース等直接物品販売の用に供する施設に隣接し、顧客が商

品の購入または商品の選定等のために使用する部分は売場とみな

す。 

２．売場間の通路 売場と売場を結ぶ客用通路（売場でない部分を通るものを含み、建

物と建物を結ぶための上空通路、地下道等は含まない） 

３．ショーウィンド 小売業者が自ら設けたショーウィンド。 

ただし、階段の壁に設けられたはめ込み式のショーウィンドは店舗

面積に含まない。 

４．ショールーム等 小売業者が自ら設けたショールーム、モデルルーム等の商品の展示

または実演の用に供する施設。 

５．サービス施設 小売業者が自ら設けた手荷物一時預かり所、買物品発送承り所、買

物相談所、店内案内所その他顧客に対するサービス施設。 

６．承り所等 小売業者が自ら設けた写真の現像、焼付及び引伸ばし承り所、クリ

ーニング承り所洋服及びワイシャツ等の仕立て承り所並びにカタロ

グコーナー等。 

７．物品加工修理場 

のうち顧客からの

引受け（引渡しを

含む）の用に直接

供する部分 

カメラ、時計、眼鏡、靴その他の物品の加工又は、修理の顧客から

の引受け（加工又は、修理のための物品の引渡しを含む）の用に直

接供する部分。 

当該部分が加工又は、修理を行う場所と間仕切り等で区分されてい

ないものであるときはその全部を店舗面積に含む。 



６．休憩室 客の用に供しない休憩室又は、喫煙室その他これに類する施設であ

って、間仕切り等で区分された部分。 

７．公衆電話室 公衆電話室であって、間仕切り等で区分された部分。 

８．便所 便所の出入口の線（専用の通路がある場合はその出入口の線）で区

分し、店舗面積に含まない。 

９．食堂等 客の用に供しない食堂、喫茶室等。 

10．塔屋 エレベーター室、階段室、物見塔、広告塔等屋上に突き出した部分。 

ただし、物品販売を行う部分は、売場として扱う。  

11．屋上 塔屋を除いた屋上部分。 

ただし、物品販売を行う場合は、売場として取り扱う。  
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